
令和３年４月１日以後開始連結事業年度等分 

個別帰属額届出用 

 

【№45】５欄又は６欄は、25％（租税条約で別

途定めのある場合はその割合）以上となってい

ますか。 

【№46】７欄は、当連結事業年度中の日付

となっていますか。 

【№47】８欄は、６月以上の期間となって

いますか。 

【№48】27欄の金額を

別表四の二付表で加算

していますか。 

【№２】当連結事業年度に適用さ

れる別表を使用していますか。 


